
山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
二
十
七
号
　
　
令
和
六
年
十
二
月
十
九
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

四
六
九

山
梨
県
公
報

第
五
百
二
十
七
号

令
和
六
年

十
二
月
十
九
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更	

四
六
九

○
道
路
の
供
用
開
始	

四
六
九

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
（
三
件
）	

四
六
九

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
（
二
件
）	

四
七
一

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
七
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
七
年
一
月
九
日
ま
で
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 
太 
郎

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
線
名
　
西
下
条
音
羽
自
転
車
道
線

三
　
道
路
の
区
域

山
梨
県
告
示
第
二
百
八
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
七
年
一
月
九
日
ま
で
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

西
下
条
音
羽
自
転

車
道
線

甲
府
市
飯
田
五
丁
目

荒
川
左
岸
堤
防
地
先
か
ら

甲
府
市
飯
田
二
丁
目

荒
川
左
岸
堤
防
地
先
ま
で

三
〇
八
・
四

令
和
六
年
十

二
月
十
九
日

公
　
　
　
告

◉
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名
　
D
C
M
株
式
会

社
　
代
表
取
締
役
社
長
　
石
黒
靖
規
　
東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七
号

二
　
届
出
の
概
要

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

甲
府
市
飯
田
五
丁
目
荒
川
左
岸
堤
防
地
先
か
ら

甲
府
市
飯
田
二
丁
目
荒
川
左
岸
堤
防
地
先
ま
で

旧

二
・
八
～

　
　
　
　
三
・
五

二
七
九
・
九

新

二
・
八
～

　
　
　
一
九
・
〇

二
七
九
・
九

新

二
・
〇
～

　
　
　
　
九
・
〇

三
〇
八
・
四

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

甲
府
市
飯
田
五
丁
目
荒
川
左
岸
堤
防
地
先
か
ら

甲
府
市
飯
田
二
丁
目
荒
川
左
岸
堤
防
地
先
ま
で

旧

二
・
八
～

　
　
　
　
三
・
五

二
七
九
・
九

新

二
・
八
～

　
　
　
一
九
・
〇

二
七
九
・
九

新

二
・
〇
～

　
　
　
　
九
・
〇

三
〇
八
・
四



山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
二
十
七
号
　
　
令
和
六
年
十
二
月
十
九
日

四
七
〇

◉
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名
　
D
C
M
株
式
会

社
　
代
表
取
締
役
社
長
　
石
黒
靖
規
　
東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七
号

二
　
届
出
の
概
要

1
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
　
ケ
ー
ヨ
ー
デ
イ
ツ
ー
櫛
形
店
　
山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス

市
桃
園
字
八
反
畑
千
四
百
二
十
九
番
地
一
外

2
　
変
更
し
た
事
項

㈠
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
ケ
ー
ヨ
ー

代
表
取
締
役
　
實
川
浩
司

千
葉
県
千
葉
市
若
葉
区
み
つ
わ
台
一
丁
目
二

十
八
番
一
号

D
C
M
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
　
石
黒
靖
規

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号

㈡
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
ケ
ー
ヨ
ー

代
表
取
締
役
　
實
川
浩
司

千
葉
県
千
葉
市
若
葉
区
み
つ
わ
台
一
丁
目
二

十
八
番
一
号
　
外
一
者

D
C
M
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
　
石
黒
靖
規

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号
　
外
一
者

㈢
　
店
舗
名
称

1
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
　
ケ
ー
ヨ
ー
デ
イ
ツ
ー
塩
山
店
　
山
梨
県
甲
州
市
塩
山

下
塩
後
字
向
原
九
百
十
八
番
地
外

2
　
変
更
し
た
事
項

㈠
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
ケ
ー
ヨ
ー

代
表
取
締
役
　
實
川
浩
司

千
葉
県
千
葉
市
若
葉
区
み
つ
わ
台
一
丁
目
二

十
八
番
一
号

D
C
M
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
　
石
黒
靖
規

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号

㈡
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
ケ
ー
ヨ
ー

代
表
取
締
役
　
實
川
浩
司

千
葉
県
千
葉
市
若
葉
区
み
つ
わ
台
一
丁
目
二

十
八
番
一
号

D
C
M
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
　
石
黒
靖
規

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号

㈢
　
店
舗
名
称

変
更
前

変
更
後

ケ
ー
ヨ
ー
デ
イ
ツ
ー
塩
山
店

D
C
M
塩
山
店

3
　
変
更
の
年
月
日
　
令
和
六
年
九
月
一
日

三
　
届
出
年
月
日
　
令
和
六
年
十
二
月
五
日

四
　
縦
覧
場
所
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階
　
山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五
　
縦
覧
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
七
年
四
月
二
十
一
日
ま
で



山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
二
十
七
号
　
　
令
和
六
年
十
二
月
十
九
日

四
七
一

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
ケ
ー
ヨ
ー

代
表
取
締
役
　
實
川
浩
司

千
葉
県
千
葉
市
若
葉
区
み
つ
わ
台
一
丁
目
二

十
八
番
一
号

D
C
M
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
　
石
黒
靖
規

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号

㈢
　
店
舗
名
称

変
更
前

変
更
後

ケ
ー
ヨ
ー
デ
イ
ツ
ー
甲
府
向
町
店

D
C
M
甲
府
向
町
店

3
　
変
更
の
年
月
日
　
令
和
六
年
九
月
一
日

三
　
届
出
年
月
日
　
令
和
六
年
十
二
月
五
日

四
　
縦
覧
場
所
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階
　
山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五
　
縦
覧
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
七
年
四
月
二
十
一
日
ま
で

◉
　
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
二
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

令
和
六
年
十
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
　
韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久
保
字
三
百
水
七
百
四
番
、

七
百
五
番
、
七
百
六
番
、
七
百
七
番
、
七
百
八
番
、
七
百
九
番
、
七
百
十
番
、
七
百
十
一
番
、
七
百

十
二
番
、
七
百
十
六
番
、
七
百
十
六
番
地
先
、
七
百
十
七
番
の
一
部
、
七
百
十
八
番
の
一
部
、
七
百

十
九
番
の
一
部
、
七
百
二
十
番
、
七
百
二
十
一
番
、
七
百
二
十
二
番
一
、
七
百
二
十
二
番
二
、
七
百

二
十
二
番
三
、
七
百
二
十
五
番
三
、
七
百
二
十
九
番
二
、
七
百
三
十
番
一
、
七
百
三
十
一
番
一
、
七

百
三
十
四
番
一
、
七
百
三
十
四
番
三
、
七
百
三
十
五
番
一
、
七
百
三
十
八
番
一
、
七
百
三
十
八
番

二
、
七
百
三
十
八
番
四
、
七
百
四
十
三
番
、
七
百
四
十
四
番
、
七
百
四
十
五
番
一
、
七
百
四
十
五
番

二
、
七
百
四
十
五
番
三
、
七
百
四
十
五
番
七
、
七
百
五
十
二
番
二
、
七
百
五
十
二
番
三
、
七
百
五
十

二
番
四
、
七
百
六
十
番
一
、
七
百
六
十
番
二
、
七
百
六
十
番
三
、
七
百
六
十
番
四
、
七
百
六
十
番

変
更
前

変
更
後

ケ
ー
ヨ
ー
デ
イ
ツ
ー
櫛
形
店

D
C
M
櫛
形
店

3
　
変
更
の
年
月
日
　
令
和
六
年
九
月
一
日

三
　
届
出
年
月
日
　
令
和
六
年
十
二
月
五
日

四
　
縦
覧
場
所
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階
　
山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五
　
縦
覧
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
七
年
四
月
二
十
一
日
ま
で

◉
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名
　
D
C
M
株
式
会

社
　
代
表
取
締
役
社
長
　
石
黒
靖
規
　
東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七
号

二
　
届
出
の
概
要

1
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
　
ケ
ー
ヨ
ー
デ
イ
ツ
ー
甲
府
向
町
店
　
山
梨
県
甲
府
市

向
町
字
乙
麦
百
八
十
三
番
地
一
外

2
　
変
更
し
た
事
項

㈠
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
ケ
ー
ヨ
ー

代
表
取
締
役
　
實
川
浩
司

千
葉
県
千
葉
市
若
葉
区
み
つ
わ
台
一
丁
目
二

十
八
番
一
号

D
C
M
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
　
石
黒
靖
規

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号

㈡
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
二
十
七
号
　
　
令
和
六
年
十
二
月
十
九
日

四
七
二

五
、
七
百
六
十
一
番
一
、
七
百
六
十
二
番
一
、
七
百
六
十
二
番
二
、
七
百
六
十
三
番
一
、
七
百
六
十

三
番
三
、
七
百
六
十
八
番
五
及
び
水
並
び
に
字
南
原
六
百
九
十
二
番
一
、
六
百
九
十
二
番
二
地
先
、

六
百
九
十
三
番
一
、
六
百
九
十
三
番
三
、
六
百
九
十
三
番
四
及
び
水

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
　
韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久
保
字
三
百
水
七
百
三
十
四
番
　

日
邦
プ
レ
シ
ジ
ョ
ン
　
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
古
屋
　
俊
彦

◉
　
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

令
和
六
年
十
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
　
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
高
田
字
大
正
五
百
三
十

五
番
一
、
五
百
三
十
五
番
二
、
五
百
三
十
五
番
三
、
五
百
三
十
五
番
四
、
五
百
三
十
七
番
一
、
五
百

三
十
八
番
一
、
五
百
三
十
八
番
二
、
五
百
四
十
番
一
、
五
百
四
十
一
番
一
、
五
百
四
十
一
番
二
、
五

百
四
十
一
番
三
、
五
百
四
十
二
番
一
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
　
山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
吉
田
三
百
三
十
四
番
地
五
　

株
式
会
社
ラ
ヴ
ィ
ア
ン
ロ
ー
ズ
　
代
表
取
締
役
　
髙
野
　
摩
美


